
福岡市地域防犯パトロールカー 

ガソリン代助成チケット交付要綱 
 

 （目的） 

第１条 この要綱は、福岡市内において活動する青色回転灯を装備した地域防犯パトロ

ールカー（以下「地域防犯パトロールカー」という。）に対し、ガソリン代金の助成

を行うことにより、地域防犯パトロールカーの導入を促進し、もって犯罪の抑止を図

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「地域防犯パトロールカー」とは、警察から青色防犯パトロ

－ル実施団体であることの証明を受けた団体が使用する車両をいう。 

 

（助成の対象団体） 

第３条 この要綱によるガソリン代の助成を受けることができる団体は、福岡市内にお

いて地域防犯パトロールカーを継続的に運行する団体で、次の各号のいずれかに該当

する団体とする。 

(1) 福岡市自治協議会に関する要綱第４条に登録された自治協議会（以下「自治協

議会」という。） 

(2)  自治協議会が当該校区で活動していると認める以下の団体 

   ア 町内会、自治会 

   イ ＮＰＯ、ボランティア団体 

  (3) その他区長が認める団体 

 

（助成の額） 

第４条 ガソリン代の助成の額は、年間３万円を上限とする。 

 

 （助成の対象期間） 

第５条 助成対象期間は、新たに地域防犯パトロールカーの運行を開始した日の属する

月から２年間とする。 

 

 （助成の方法） 

第６条 ガソリン代の助成は、福岡市市民局防犯・交通安全課が発行する福岡市地域防

犯パトロールカーガソリン代助成チケット（以下「ガソリンチケット」という。）を

交付することにより行うものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 ガソリンチケットの有効期間は、当該ガソリンチケットの交付を受けた日の属

する年度の３月３１日までとする。 

 

 



（交付申請） 

第８条 ガソリンチケットの交付によりガソリン代の助成を受けようとする団体は、福

岡市地域防犯パトロールカーガソリン代助成チケット交付申請書（様式第１号）に次

の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

(1) 証明書（警察発行）の写し 

(2)  車検証の写し 

(3)  パトロール計画書（任意様式） 

(4) その他区長が必要と認める書類 

２ 自治協議会は、第３条第２号に該当する団体に係る交付申請を行う場合は、副申書

（様式第２号）を提出しなければならない。 

３ 交付申請は、年度ごとに行わなければならない。 

 

 （交付決定及び通知） 

第９条 区長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合は、その内容を申請書類に

基づいて審査し、交付すべきものであると認めたときは、ガソリンチケットの交付決

定を行い、福岡市地域防犯パトロールカーガソリン代助成チケット交付決定通知書

（様式第３号）により申請団体に通知する。 

２ 前項の決定に基づき、ガソリンチケットを交付する場合は、福岡市地域防犯パトロ

ールカーガソリン代助成チケット交付決定通知書（様式第３号）により受領者から受

領書を徴するものとする。 

 

（助成事業の変更） 

第１０条 ガソリンチケットの交付を受けた団体（以下「交付団体」という。）が、次

の各号のいずれかに該当する助成事業の内容の変更を行う場合は、福岡市地域防犯パ

トロールカーガソリン代助成事業変更届出書（様式第４号）を区長に提出しなければ

ならない。 

(1) 団体名を変更したとき。 

(2)  団体代表者の交代又は住所等の申請事項を変更したとき。 

(3)  車両を変更、追加したとき。 

(4) その他区長が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定による変更届を提出する場合は、次の各号に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 

  (1) 証明書（警察発行）の写し（前項第１号及び第２号の場合） 

  (2) 証明書（警察発行）の写し及び車検証の写し（前項第３号の場合） 

 

（助成事業の廃止） 

第１１条 交付団体は、次の各号のいずれかに該当する助成事業の廃止を行う場合は、

福岡市地域防犯パトロールカーガソリン代助成事業廃止届出書（様式第５号）を区長

に提出しなければならない。 

(1) 事業終了等に伴い地域防犯パトロールカーを廃止したとき。 

  (2) その他区長が必要と認めるとき。 

 



 （ガソリンチケットの使用方法） 

第１２条 交付団体が本事業の提携ガソリンスタンド（以下「協力店」という。）にお

いてガソリンチケットを使用して給油する場合は、あらかじめ使用するガソリンチケ

ットに必要事項を記載するとともに、警察から発行された標章を携帯し、協力店にお

いてこれを提示するものとする。 

２ ガソリンチケット使用の申し出を受けた協力店は、ガソリンチケットの記載内容、

標章及び車両番号を照合のうえ、使用の適否を判断するものとする。 

 

 （額面以下の給油の場合の取扱） 

第１３条 ガソリンチケットを使用して給油した場合において、その給油額がガソリン

チケット記載の額面よりも少額であった場合は、協力店からの差額の支払いはしない

ものとする。 

 

 （再交付） 

第１４条 ガソリンチケットは、再交付しない。ただし、区長が認めるときは、この限

りでない。 

 

（返還） 

第１５条 交付団体は、第１１条の規定による廃止を行った場合は、速やかに区長にガ

ソリンチケットを返還しなければならない。ただし、既に交付を受けたガソリンチケ

ットの全てを使用しているときは、この限りでない。 

 

（関係書類の整備） 

第１６条 交付団体は、ガソリンチケットの交付及びパトロ－ル実績に係る帳簿を備え、

ガソリンチケットの使用に関する証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類をガソリ

ンチケット交付年度終了後２年間保管しておかなければならない。 

２ 区長は、ガソリン代助成チケットの執行の適正を期するため、必要があるときは、

前項の帳簿及び証拠書類を検査することができる。 

 

 （雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、ガソリン代助成チケットに関し必要な事項は

別に定める。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（期間） 

 この要綱は、平成２９年３月３１日をもって廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 



附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（期間） 

 この要綱は、令和３年３月３１日をもって廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（期間） 

 この要綱は、令和７年３月３１日をもって廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（期間） 

 この要綱は、令和１１年３月３１日をもって廃止する。 

 但し、助成効果の検証を行い、継続が必要と判断される場合は、これを延長するこ 

とができる。 


